
大田市名誉市民章規則をここに公布する。 

 

令和７年９月５日 

 

大田市長 

 

大田市規則第３５号 

大田市名誉市民章規則 

（目的） 

第１条 この規則は、大田市名誉市民に関する条例（平成１７年大田

市条例第４号）第３条の規定による大田市名誉市民章の図様及び称

号記を定めることを目的とする。 

（図様） 

第２条 名誉市民章の図様は、様式第１号のとおりとする。 

（称号記） 

第３条 名誉市民の称号記は、様式第２号のとおりとする。 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

 

称 

号 

記 

 

大
田
市
名
誉
市
民
に
関
す
る 

条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

大
田
市
名
誉
市
民
の
称
号
を 

贈
り
ま
す 

  
 

 
 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 

 

大
田
市
長 

 
 

 

印 

様 


